
【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源分） 290,100 千円

【歳出】社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費 （単位：千円）

国庫
支出金

県支出金 町債 その他
地方消費税
交付金

その他

社会福祉総務費 219,038 27,147 59,046 0 49,628 22,378 60,839

障害者福祉費 517,170 245,840 122,223 0 84 40,074 108,949

老人福祉費 478,112 8,986 58,540 0 42,892 98,877 268,817

地域支援事業費 99,746 0 0 0 65,576 9,189 24,981

老人福祉センター費 16,216 0 0 0 1,287 4,015 10,914

災害応急費 62 0 0 0 0 17 45

児童福祉総務費 9,890 100 0 0 48 2,620 7,122

児童措置費 325,361 261,457 31,171 0 0 8,802 23,931

母子福祉費 2,027 0 0 0 0 545 1,482

保育所費 330,972 23,071 15,084 27,700 36,990 61,346 166,781

子育て支援費 11,769 6,672 671 0 0 1,191 3,235

子育てふれあいセンター費 14,648 7,231 3,216 0 728 934 2,539

災
害

救
助

災害救助費 19 0 0 0 0 5 14

保健衛生総務費 9,185 0 0 0 972 2,209 6,004

母子衛生費 36,229 14,766 1,343 0 85 5,387 14,648

成人病検診費 28,944 0 351 0 7,695 5,620 15,278

予防費 97,762 80 0 0 0 26,268 71,414

健康づくり推進事業費 2,784 0 0 0 468 623 1,693

2,199,934 595,350 291,645 27,700 206,453 290,100 788,686合計

※各事業の地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額は、各事業費の一般財源額で按分

引き上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について

　消費税率（国・地方）は、平成26年4月1日より5％から8％に、令和元年10月1日より8％から10％に引き上げられ、
消費税の増収分（社会保障財源化分）については、全て社会保障施策に要する経費に充てることとされています。
　令和７年度下諏訪町一般会計予算における充当状況については、以下のとおりです。
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